
第 24 回みやぎ木造住宅コンクール審査要領 

 

 １ 目 的 

この要領は、第 24 回みやぎ木造住宅コンクール実施要領に定める審査に関して必要な事項を定 

める。 

 

 ２ 審査体制 

  審査は、審査会においてこれを行う。 

 （１）審査会は、次の６名の委員をもって構成する。 
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（敬称略：順不同） 

 （２）審査会に委員長を置き、奥山和典（「地域優良住宅」在来工法の会会長）がこれを務める。 

 （３）委員長は、審査会の座長を務め、委員の意見を総括する。 

 

 ３ 審査方法 

   審査会において、４に定める審査基準により、書類審査及び現地審査を行う。 

 （１）書類審査 

    応募住宅について、書類による第１次審査を行う。 

 （２）現地審査（外観及び内観審査） 

    第１次審査を通過した応募住宅について、現地において第２次審査を行う。 

 

 ４ 審査基準 

（１） 次の基準により第１次審査を行う。①～⑤の計５０点を満点とし、審査委員各自が採点 

して審査委員の集計総合点により順位付けを行う。同点の場合は審査委員の合議により 

順位付けを行う。 

    ①木の良さが活かされているか          １０点 

    ②施工技術に工夫が見られるか           １０点 

    ③住みやすさはどうか              １０点 

    ④デザインはどうか                １０点 

    ⑤木質構造の新たな提案がなされているか  １０点 

（２） 第２次審査は、第１次審査による上位５点を対象に行う。第１次審査結果を踏まえ、 

外観及び内観審査により審査委員各自が順位付けを行い、その順位を数値に置き換え 

その集計総合点により最終順位を決定する。 

 （３）審査結果に基づき、最優秀賞１点、優秀賞２点、優良賞２点を選定する。 

        なお、宮城県に最優秀賞に対する県知事賞の授与を依頼する。 

 

  附 則 

      この要領は、令和４年度の審査に適用する。   


